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令和６年能登半島地震による災害に伴う技能実習への対応につい 

て（依頼） 

 

令和６年能登半島地震（以下「能登半島地震」という）による災害に伴

う技能実習への対応については、令和６年１月５日付け入管庁管第 15 号、

開海発 0105 第１号「令和６年能登半島地震で被災した技能実習事業所での

復旧作業について」によりお知らせしているところですが、今般、下記の

とおり技能実習特別相談窓口の設置及び技能実習に関する届出等について

連絡するので、監理団体・実習実施者宛のリーフレット（別添１）等によ

り、被災した監理団体、実習実施者及び技能実習生への対応に遺漏なきよ

うよろしくお願いします。 

また、技能実習生手帳アプリにおいては、言語別の災害情報も掲載して

いますので、引き続き、技能実習生に対する周知をよろしくお願いしま

す。 

なお、状況を踏まえ、その他必要な措置等を講じた場合は別途お知らせ

します。 

記 

 

１ 技能実習特別相談窓口の設置について 

 能登半島地震に関して、監理団体、実習実施者及び技能実習生からの

相談に的確・適切に対応するため、外国人技能実習機構本部、富山支所

及び長野支所に技能実習特別相談窓口（以下「相談窓口」という）を設

置し、相談を受け付けること。相談窓口の対応にあたっては必要に応じ

て、応援態勢を検討すること。 

 相談窓口は、監理団体及び実習実施者については外国人技能実習機構

本部、富山支所及び長野支所に設置すること。また、技能実習生向けは



外国人技能実習機構本部の母国語相談において対応すること。 

なお、相談対応にあたっては相談者が被災者であることを考慮し、寄

り添った対応を心がけること。 

 

２ 届出等について 

実習実施者が能登半島地震による被災により技能実習の継続が困難と

なった場合又は技能実習計画の変更を余儀なくされた場合には、技能実

習実施困難時届出や技能実習計画の変更認定申請等が必要となるので、

監理団体及び実習実施者へ周知すること。 

技能実習実施困難時届出については、技能実習制度運用要領（令和５

年４月出入国在留管理庁・厚生労働省編）第４章第 10 節及び第５章第 10

節により、困難になった事由が発生してから２週間以内の提出を求めて

いるところであるが、状況を勘案し、提出が可能となった段階において

速やかに届け出させることとしても差し支えない。 

なお、在留期限が到来する技能実習生に係る相談があった場合は、最

寄りの地方出入国在留管理官署を案内すること。 

 

３ 実習先の変更について 

実習実施者が能登半島地震により被災し、事業の継続が困難となって

おり、かつ技能実習生が実習の継続を希望する場合は、監理団体（企業

単独型技能実習については企業単独型実習実施者、以下同様。）の責任

において新たな実習先を探すことになる。 

監理団体も被災、又は傘下企業等に受入先が見つからないなど、スム

ーズな実習先の変更を行うことができない場合も想定されるので、その

場合は外国人技能実習機構において実習先の変更に係る支援を行うこ

と。 

 

４ 監理事業の休止について 

  監理団体が能登半島地震による被災により監理事業の全部又は一部を

休止しなければならなくなった場合には、事業休止届出書の提出が必要

となるので監理団体へ周知すること。 

 

５ 相談件数の報告について 

相談窓口において対応した報告については、別添２により集計し、実

績を主務省庁に報告すること。提出期日については別途、連絡する。 

 



令和６年能登半島地震により被災され、技能実習

の継続が困難等になった場合の手続等について

監 理 団 体 及 び 実 習 実 施 者 の 皆 さ ま へ

令和６年能登半島地震により被災され、技能実習の継続が困難となった場合や技能実習生からの相談が

あった場合の対応について、以下のとおりお知らせします。

具体的な手続については、別紙の相談窓口までお問い合せください。

なお、本件災害の影響を受けて、実習実施者の事業所（当該事業所の敷地及び周辺の道路等を含む。）

が被災した技能実習生について、当該事業所における瓦礫等の片付け作業等、技能実習を行うに当たって

の環境を復旧する作業を行う場合、当面の間、資格外活動許可を受けることなく、当該作業に従事するこ

とができます。

外国人技能実習機構
（Organization for Technical Intern Training（OTIT）) 

実習先の事業の継続が困難となったものの技能実習生が実習の継続を希望する場合は、

監理団体（企業単独型技能実習については企業単独型実習実施者、以下同様。）の責任に

おいて新たな実習先を探すこととなっていますが、監理団体も被災、あるいは傘下企業等

に受入先が見つからないなど、スムーズな実習先の変更を行うことができない場合には、

当機構において実習先の変更に係る支援を行いますので御相談ください。

２ 実習先の変更について

被災により技能実習の継続が困難となった場合又は計画の変更を余儀なくされた場合に

は、技能実習実施困難時届出や技能実習計画の変更認定申請等が必要となります。技能実

習実施困難時届出については、困難になった事由が発生してから２週間以内の提出を求め

ているところですが、状況を勘案し、提出が可能となった段階において速やかに届け出る

ことで差し支えありません。

なお、在留期限が到来する技能実習生に係る手続については、最寄りの地方出入国在留

管理官署にお問い合わせください。

１ 届出等について

監理団体が被災により監理事業の全部又は一部を休止しなければならなくなった場合に

は、事業休止届出書の提出が必要となります。

３ 監理事業の休止について

受け入れている技能実習生が被災によりお困りの場合には、母国語相談窓口（※)の活用

を御案内していただくようお願いします。各言語ごとの連絡先を御案内しています（別紙

の各言語の案内を御参照下さい。）。

※https://www.otit.go.jp/files/user/210331-1.pdf

４ 母国語相談について

https://www.otit.go.jp/files/user/210331-1.pdf


令和６年能登半島地震の災害による

技能実習特別相談窓口について
令和６年能登半島地震により被災された監理団体、実習実施者及び技能実習生の皆様から

の相談については、以下の相談窓口において受け付けております。

皆様からの御相談をお受けしていますので、御連絡ください。

外国人技能実習機構
（Organization for Technical Intern Training（OTIT）) 

監 理 団 体 及 び 実 習 実 施 者 の 皆 さ ま 向 け 特 別 相 談 窓 口

○ 技能実習の中断、技能実習計画の変更などに関すること

・外国人技能実習機構 富山支所（富山県、石川県、福井県）

℡ 076-471-8564

・外国人技能実習機構 長野支所（新潟県、長野県）

℡ 026-217-3556

※下線は、災害救助法の適用地域が含まれる県

○ 受検手続に関すること

・外国人技能実習機構本部技能実習部 認定課整備班

℡ 03-6712-1974

○ 監理団体の監理事業の全部又は一部を休止する場合などに関すること

・外国人技能実習機構本部技能実習部 審査課

℡ 03-6712-1923

○ 外国人技能実習機構問合せ先一覧

https://www.otit.go.jp/contact/

○ 最寄りの地方出入国在留管理官署

(外国人在留総合インフォメーションセンター）

https://www.moj.go.jp/isa/about/region/index.html

特別相談窓口一覧

その他問合せ窓口

https://www.otit.go.jp/contact/
https://www.moj.go.jp/isa/about/region/index.html


外国人技能実習機構
（Organization for Technical Intern Training（OTIT）) 

技 能 実 習 生 の 皆 さ ま 向 け 特 別 相 談 窓 口 （ 母 国 語 相 談 ）
ぎのうじっしゅうせい みな む とくべつそうだんまどぐち ぼこくごそうだん

特別相談窓口
とくべつそうだんまどぐち

令和６年能登半島地震により被災された技能実習生の皆様からの相談については、母国語

相談の特別相談窓口において受け付けています。

被災によりお困りの点があればご相談をお受けしますので、ご連絡ください。

れいわろくねんのとはんとうじしん ひさい ぎのうじっしゅうせい みなさま そうだん ぼこくご

そうだん とくべつそうだんまどぐち う つ

ひさい こま てん そうだん う れんらく

Tiếng Việt

Khi bạn gặp khó khăn, hãy liên lạc đến đường dây tư vấn 
bằng 
ngôn ngữ bản địa của hiệp hội OTIT!!
Tại OTIT, chúng tôi tiếp nhận tư vấn cả qua thư điện tử.
Tiếp nhận 24h hàng ngày thông qua trang tư vấn bằng 
ngôn 
ngữ bản địa

Số điện thoại nóng tư vấn bằng tiếng 
mẹ đẻ
Từ thứ hai đến thứ sáu
Thời gian: 11:00-19:00
* Miễn phí cước gọi điện.
* Đối với điện thoại công cộng, xin hãy cho vào máy 
10 yên. 
Sau khi cuộc gọi kết thúc, 10 yên sẽ được hoàn lại.

Điện thoại: 
0120-250-168

e-mail:
support-
soudan@otit.go.jp

中文
遇到困难请与 OTIT 母语咨询联系！！
OTIT 也接受电子邮件的咨询。
母语咨询网站 24 小时受理

母语咨询热线
每周 ：周一、三、五
时间 ：11 ：00 ～ 19 ：00
※ 免费电话。
※  如果打公用电话，则请投入 10 日元硬币。通话结
束后 10 日
元硬币会退出来

电话：
0120-250-169

Bahasa 
Indonesia

Khi bạn gặp khó khăn, hãy liên lạc đến đường dây tư vấn 
bằng 
ngôn ngữ bản địa của hiệp hội OTIT!!
Tại OTIT, chúng tôi tiếp nhận tư vấn cả qua thư điện tử.
Tiếp nhận 24h hàng ngày thông qua trang tư vấn bằng 
ngôn 
ngữ bản địa

Hari : Selasa/Kamis
Waktu : 11:00 - 19:00
* Gratis biaya telepon
* Silakan memasukkan 10 yen jika menggunakan 
telepon 
umum. Setelah pembicaraan selesai, 10 yen 
tersebut akan 
kembali.

Telepon : 
0120-250-192

WIKANG 
PILIPINO

Kapag may pangangamba o anumang problema, gamitin 
ang pagkakataong 
kumonsulta sa OTIT sa inyong sariling wika !!!
Maaari ring kumonsulta sa OTIT sa pamamagitan ng e-
mail.
Ang tanggapang ito ay bukas nang 24 oras kaya’t 
maaaring magpadala ng 
e-mail sa sariling wika kahit anong oras.

Tuwing Martes, Huwebes at Sabado
Oras: 11:00 - 19:00
(Sabado: 9:00-17:00)
* Walang bayad ang konsultasyon.
* Kapag gumamit ng teleponong pampubliko, 
mangyaring maghulog ng sampung 
(10) yen para makatawag sa aming tanggapan. 
Matapos ang konsultasyon at 
pagbaba ng telepono, babalik ang 10 yen.

Telepono: 
0120-250-197



外国人技能実習機構
（Organization for Technical Intern Training（OTIT）) 

技 能 実 習 生 の 皆 さ ま 向 け 特 別 相 談 窓 口 （ 母 国 語 相 談 ）
ぎのうじっしゅうせい みな む とくべつそうだんまどぐち ぼこくごそうだん

特別相談窓口
とくべつそうだんまどぐち

English

When you have a problem, please feel free to 
consult the OTIT in your native language. The 
OTIT accepts requests for consultation by email 
via the native language consultation page on its 
website, round the clock

Native Language Consultation Hotline Every 
Tuesday and Saturday 11:00 am - 7:00 pm
* Toll-free * Insert a 10 yen-coin into the 

slot of a public phone. The coin will be 
returned when you fi nish the call

TEL: 
0120-250-147

e-mail:
support-
soudan@otit.go.jp

ภาษาไทย

หากเดือดรอ้น ติดตอ่เคานเ์ตอรใ์หค้  าปรกึษาเป็นภาษาไทย OTIT กนั
เถอะ!! 
ท่ี OTIT รบัค  าปรกึษาทางอีเมลไดด้ว้ย
ใหบ้ริการทกุวนัตลอด 24 ชั่วโมง โดยเวบ็ไซตข์องเคานเ์ตอรใ์หค้  าปรกึษา
ภาษาไทย

สายดว่นใหค้  าปรกึษาภาษาไทย
ทกุสปัดาห:์วนัพฤหสับดี และวนัเสาร์
เวลา:11:00 – 19:00 น. 
*โทรฟรี
*กรณีใชโ้ทรศพัทส์าธารณะ กรุณาหยอดคา่โทร 10 เยน หลงัเสรจ็
สิน้การสนทนาจะไดร้บัเงินคืนเตม็จ านวน

โทร:
0120-250-198

ភាសាខ្មែរ

ពេលមានបញ្ហា អ្វ ីមួយ សូមទាក់ទងពៅកន្នែងេិព្រោះជា

ភាសាន្មែរ នន OTIT !! 

ពៅ OTIT មានទទួលការេិព្រោះតាមរយៈអ្ ៊ីន្មលន្ែរ។
ទទួលការេិព្រោះ២៤ពមា៉ោ ង រាល់នងៃតាមរយៈពេហទំេ័រ

េិព្រោះជាភាសាន្មែរខាងព្កាមពនោះ។

ភាសាន្មែរ ពលមទូរស័េទេិព្រោះជាភាសាន្មែរ

រាល់អាទិត្យ:នងៃ្េហសបត្ិ៍
ពមា៉ោ ង:11:00～19:00
*ទូរស័េទពោយមិនេិត្នងែពសវ៉ា ។
*កន ុងករណ៊ី ន្ែលទូរស័េទតាមទូរស័េទសាធារណៈ សូម

ោក់១០ពយ៉ោន ពហើយពេលទូរស័េទពហើយ ១០ពយ៉ោន

នឹងធាែ ក់មកវញិ។

ទូរស័ព្ទ :
0120-250-366  

ျ မန္မာဘာသာ

အခက္အ ခဲတစ္စံု တစ္ရာၾက္ံု ေုတတ႕ပါက္ OTIT ၏
မိခင္ဘာသာစ္က္ာားု ဖင့္ု ္တိ င္ပင္္ေုတ ားေုု ြုုားု ုို င္္ေု
သာဌာနက္ိ  က္က္ြ ယ္ၾ က္ေေအာင္္ ! !

OTIT တတင္္ ၊ အ ားေုမားလ္မွ 
တစ္ဆင့္ု ္တိ င္ပင္္ေုတ ားေုု ြုုားမႈကိ္ လ္ည္ုား 
လ္က္ခံေု ာင္င္ရက္္ေုပားလ္်က္ရွိသည္။
မိခင္ဘာသာစ္က္ာားု ဖင္ ့ု္တိ င္ပင္္ေုတ ားေုု ြုုားမႈက္ိ  

website မွတစ္ဆင့္ု ္လ္ည္ုား ေုန႔စ္ဥ္ 
၂၄နာေ လ္က္ခံေု ာင္င္ရက္္ေုပားလ္်က္ရွိသည္။

အပတစဥ္ : အဂၤုါေုန႕႔
အခ်နိ္ : 11:00 - 19:00
* ဖ န္ုားေုခၚ ိ ခ အခမဲ႔ ဖစ္ြည္။
* အမ်ာားသံု ု ားတယ္လ  ဖ န္ုားမွ ဖ န္ုား က္လွ ်င္္ 
၁၀ယ္န္ုားထည့ု ္တသင္္ုားပါ။ 

ဖုန္ျ  
0120-250-302



監理団体から
の相談

事業所等から
の相談

実習生からの
相談

監理団体から
の相談

事業所等から
の相談

実習生からの
相談

監理団体から
の相談

事業所等から
の相談

実習生からの
相談

監理団体から
の相談

事業所等から
の相談

実習生からの
相談

監理団体から
の相談

事業所等から
の相談

実習生からの
相談

監理団体から
の相談

事業所等から
の相談

実習生からの
相談

転籍 0 0 0 0

実習中断 0 0 0 0

実習再開 0 0 0 0

実習計画の変更（上記を除く） 0 0 0 0

一時帰国 0 0 0 0

解雇・退職勧奨 0 0 0 0

賃金・休業手当 0 0 0 0

宿舎の被災 0 0 0 0

実習生の復旧作業への従事 0 0 0 0

書類紛失・再交付等 0 0 0 0

その他 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

能登半島地震に係る外国人技能実習機構の相談対応等状況（相談内容）

相談件数 主な相談内容

事業所等所在地別

福井 石川 富山 新潟
その他被災４県計


